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三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

第４回 輸送・交通専門委員会 次第 
 

日時：平成 31年３月 12日（火）14時 00分～15時 30分 

会場：栄町庁舎 ４階 第 41会議室 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 説明・報告事項 

（１）三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

輸送・交通専門委員会委員の変更    Ｐ２ 

    

（２）三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 開催準備経過    Ｐ３ 

 

（３）三重とこわか国体競技会場地輸送調査（第一次）の結果について    Ｐ５ 

 

 （４）開・閉会式会場周辺の交通シミュレーションについて         Ｐ６ 

    

４ 意見交換事項 

（１）福井国体・大会と比較した 

本県における輸送業務の検討状況と課題について  Ｐ７ 

    

５ その他 

（１）今後のスケジュール                        Ｐ９ 

     

６ 閉  会 

 

【参考資料】 

（１）三重とこわか国体競技会場地輸送調査（第一次）日別車両台数集計表     Ｐ10 

（２）第 76回国民体育大会 輸送・交通基本方針              Ｐ12 

（３）第 76回国民体育大会 輸送・交通基本計画                            Ｐ14    

（４）三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会                        

輸送・交通専門委員会委員名簿           Ｐ17 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

輸送・交通専門委員会委員の変更 
 

第３回輸送・交通専門委員会（平成 30年２月 27日）以降における委員の変更について、

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会会則第 13条第４項の規定により報告しま

す。 

 

（順不同：敬称略） 

区分 所属機関・団体・役職名 旧 新 

国関係 
国土交通省 中部運輸局 

三重運輸支局 首席運輸企画専門官 
西原 正浩 久世 真 

国関係 
国土交通省 中部地方整備局 

三重河川国道事務所 副所長 
宮本久仁彦 鈴木 克章 

県関係 
三重県警察本部 交通部 

交通規制課 交通部参事官（交通規制課長） 
西久保 陽 野浪 隆 

県関係 三重県 県土整備部 道路管理課 課長 中平 弘 上村 告 

県関係 三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 課長 ― 森岡 賢治 

 

 

 

 

 

説明・報告事項（１） 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 開催準備経過 

（第３回輸送・交通専門委員会以降） 
 

年度 月 日 開催準備 主 な 内 容 

平

成 

29 

年

度 

第76回国民体育大会 三重県準備委員会関係 

２ 27 第３回輸送・交通専門

会議の開催 

輸送・交通業務における課題について意見交換 

３ ２ 第２回施設専門委員

会の開催 

「競技施設基準の改定」について審議 

３ 19 第11回常任委員会の

開催 

「会場地市町第七次選定」、「デモンストレーション

スポーツ実施競技選択及び会場地市町第三次選定」、

「会場地市町における開催予定施設の変更につい

て」、「式典基本方針」、「警備・消防防災基本計画」

等について決定 

平

成 

30 

年

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ９ 第11回市町連絡調整

会議及び第９回競技

団体連絡調整会議の

開催 

「広報・県民運動の取組」、「競技別リハーサル大会

開催意向調査」、「大会旗・炬火イベント意向調査」、

「大会競技会場バリアフリー調査」、「配宿方式意向

調査」、「競技会場地輸送調査（第一次）」等について

説明 

５ 21 

22 

日本スポーツ協会等

による総合視察の実

施 

会場地及び競技施設の準備状況等について、日本ス

ポーツ協会、スポーツ庁、日本アンチ・ドーピング

機構による総合視察の実施 

６ 25 第１回馬事衛生専門

委員会の開催 

「馬事衛生基本方針」（案）について審議 

６ 27 第11回総務企画専門

委員会の開催 

「開催準備総合計画の改正」（案）、「競技別会期」（案）

について審議 

７ ３ 第８回広報・県民運動

専門委員会の開催 

「県民運動の名称及び取組内容」（案）について審議 

７ 18 本県開催及び会期の

決定 

日本スポーツ協会 理事会において、平成33年第76

回国民体育大会の本県開催及び会期が決定 

７ 23 第12回常任委員会の

開催 

「開催準備総合計画の改正」、「馬事衛生基本方針」

等について決定 

７ 23 第７回総会の開催 「事業報告」、「収支決算」、「三重とこわか国体・三

重とこわか大会実行委員会（仮称）の設置について」

について決定 

 

 

説明・報告事項（２） 
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※平成30年７月23日以前については、第76回国民体育大会三重県準備委員会分を含みます。 

 

 

 

平

成

30

年

度 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会関係 

７ 23 第１回総会の開催 「役員の選任」、「事業計画」、「収支予算」、「募金・

企業協賛基本計画」、「県民運動の名称及び取組内容」

について決定 

８ 31 三重とこわか大会 

会期の決定 

三重とこわか大会の会期が決定 

９ 19 第２回式典専門委員

会の開催 

式典基本計画（素案）について審議 

10 29 第12回市町連絡調整

会議の開催 

「補助制度の創設」、「競技別リハーサル大会開催経

費調査」、「競技運営経費調査」、「広報県民運動」、「競

技運営準備マニュアル」等について説明。 

12 13 競技別会期の決定 日本スポーツ協会 国体委員会において、平成33年第

76回国民体育大会の競技別会期が決定 

１ 30 第３回医事・衛生専門

委員会の開催 

「医療救護要項（三重県案）」について審議 

２ ５ 第１回全国障害者ス

ポーツ大会専門委員

会の開催 

「オープン競技の選定」（案）、「競技用具等整備要項」

（案）、「競技役員等編成要項」（案）、「開催基本計画」

（案）について審議 

２ ８ 第12回総務企画専門

委員会の開催 

「文化プログラム実施基本方針」（案）、「自衛隊協力

要請基本方針」（案）、「記録業務基本計画」（案）、「デ

モンストレーションスポーツ実施基準要項」（案）、

「会場地市町における開催施設の変更について」

（案）について審議 

２ 18 第９回広報・県民運動

専門委員会の開催 

「ポスター制作手続きについて」（案）、「広報・県民

運動専門委員会部会設置要項の改正について」（案）

について審議 

２ 18 第２回馬事衛生専門

委員会の開催（書面議

決） 

「馬事衛生対策要項」（案）について決定 

２ 19 第３回宿泊専門委員

会の開催 

「宿泊料金（三重県案）」（案）、「合同配宿実施方針」

（案）、「みえの“食”提供方針」（案）について審議 

２ 24 第３回式典専門委員

会の開催 

「式典基本計画」（最終案）について審議 
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三重とこわか国体競技会場地輸送調査（第一次）の結果について 

 

１ 目的 

  三重とこわか国体における輸送交通業務を円滑に行うため、会場地市町を

対象に車両使用台数等の調査を行うことにより、競技会場地輸送・交通実施

業務等の推進を図るとともに、県全体のバス総量確保に係る関係機関との調

整に資することを目的としています。 

 

２ 調査対象 

  正式競技及び特別競技を実施する会場地市町 

 

３ 調査内容 

（１）選手・監督及び役員等の輸送における来県時の指定下車駅等 

（２）競技会場における駐車場状況 

（３）競技会場地輸送における車両使用台数（大会参加者用・一般観覧者用） 

 

４ 調査結果 

  調査結果についての概要は、以下の表の通りになりました。 

市町数 日別最大利用台数 
累計利用台数 

バス タクシー 普通乗用車 

19   496 ※ 4,760 1,371 200 

 ※最大利用日は10月２日（土） 

※詳細については、別紙【参考資料（１）】（P10）に掲載 

 

５ 対応 

  今回得られたデータを基に、開・閉会式及び競技会にて利用するバスの確

保を進めていくこととします。また、来年度以降も継続して調査を実施し、

バス台数の精査を図っていきます。 

  なお、県実行委員会利用分については、現在開・閉会式参加者人数の規模

を検討中の段階であるため、来年度の輸送実施計画の中で算定していくこと

とします。 

 

説明・報告事項（３） 
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開・閉会式会場周辺の交通シミュレーションについて 

 

１ 目的 

  総合開・閉会式会場周辺は、日常的に観光交通によって混雑していることか

ら、国体開・閉会式時の交通量抑制の必要性について検証するとともに、輸送

計画策定（ルート・駐車場計画・発着時刻）の参考とすることを目的としてい

ます。 

 

 

２ 実施内容 

 (1) 背景交通（※）のシミュレーション 

   ※背景交通とは：開会式当日（土曜日）に走行する国体関係車両の背景と

なる通常（非イベント時）の交通量 

 (2) 国体関係車両と背景交通を組み合わせたシミュレーション 

 (3) 国体関係車両と仮想的な背景交通（抑制実施時／混雑時）を組み合わせた

シミュレーション 

 (4) 会場周辺における歩行者のシミュレーション         

 

 

３ 提携先 

  東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻 講師 藤井秀樹 

説明・報告事項（４） 
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福井国体・大会と比較した本県における 

輸送業務の検討状況と課題について 

 
１ 福井国体・大会概要 

（１）会 期  

 国体 平成 30年９月 29日（土）～10月９日（火） 

           ※一部競技は会期前（９月９日～９月 29日）に実施 

 

大会 平成 30年 10月 13日（土）～10月 15日（月） 

        ※車いすバスケットボール競技は国体会期中（10 月７日～８日）に実施 

 

（２）開・閉会式会場  

福井県営陸上競技場〔9.98スタジアム〕 

    

（３）参加者数 

ア 国体                          （単位：人） 

区分 実施日 選手団 大会関係者 観覧者 合計 

総合開会式 9/29（土） 3,732 12,068 9,533 25,333 

総合閉会式 10/９（火） 1,526 6,380 7,124 15,030 

競技会 81,000 89,863 348,595 519,458 

※競技会の参加者数は、正式競技、特別競技、公開競技、デモスポの合計 

イ 大会                          （単位：人） 

区分 実施日 選手団 大会関係者 観覧者 合計 

開会式 10/13（金） 3,420 9,689 10,798 23,904 

閉会式 10/15（月） 5,393 6,622  6,255 18,270 

競技会 10,111 21,915 25,849 57,875 

※競技会の参加者数は、正式競技、オープン競技の合計 

 

 

 

２ 福井国体総合開会式の輸送 【別冊資料２】 

（１）輸送台数（計画バス・乗用車・その他車両） 

（２）輸送台数（シャトルバス） 

（３）交通規制 

 

 

  

意見交換事項（１） 
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３ 事例紹介 

（１）工夫されていた点 

  ア シャトルバス来場時間帯の分散 

  イ 会場外周道路の計画バス乗降場としての活用 

  ウ 遠隔地Ｐ＆ＢＲ駐車場からのシャトルバス輸送 

（２）課題となっていた点 

  ア 雨天時の状況 

  イ タクシー乗降場の状況 

 

 

４ 意見交換事項 

（１）安全かつ効率的な輸送について 

 

 

 

（２）計画バス・シャトルバス乗降場の設定について 

 

 

 

 

（３）交通総量の抑制について 

 

 

 

 

（４）その他 
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今後のスケジュール 

 

平成 30年度から平成 31年度にかけての国体・大会開催準備（宿泊専門委員会関係

分）については、下記のとおり会議開催等を予定しています。 

 

年 度 月 内       容 

平成 31年 

(２年前) 

 ４月～５月 

 

５月 

 

 

                         

８～９月ごろ   

□輸送実施計画（第一次）策定業務委託（仮）の発注 

 

○市町連絡調整会議 

 ・競技会場地輸送調査（第一次）の結果の報告 

 

○輸送担当者会議の開催 

・バス斡旋方式について など 

 

 ９・10月 

 

□いきいき茨城ゆめ国体視察 

いきいき茨城ゆめ大会視察 

 

 ２月 

 

        

○第５回輸送・交通専門委員会（予定） 

●国体輸送・交通要項（案）の審議 

●大会輸送・交通要項（案）の審議 

 

凡例 ○：会議等の開催  □：開催準備活動  

注：開催時期や内容は、いずれも予定であり、準備の進捗により変動することがあります。 

 その他（１） 



9/25 10/5
(開会式) （閉会式） バス計 タクシー 普通乗用車

大型 2 6 21 34 34 34 21 10 19 26 22 11 240
中型 3 36 42 30 18 45 60 99 98 85 61 577
小型 1 10 10 10 10 10 12 2 4 4 4 2 79
乗合
小計 3 19 67 86 74 62 78 72 122 128 111 74 896
大型 20 22 18 12 6 14 24 24 20 160
中型 4 13 23 37 47 47 56 50 26 15 2 1 321
小型 1 1 1 3
乗合 2 4 4 9 9 4 32
小計 4 13 23 57 69 65 70 60 45 49 36 25 516
大型 2 2 5 22 51 45 81 112 102 111 76 609
中型 8 8 8 8 8 8 8 56
小型 9 11 13 18 20 20 2 2 2 2 2 101
乗合
小計 11 13 18 40 79 73 91 122 112 121 86 766
大型 1 15 22 28 28 28 14 4 140
中型
小型
乗合
小計 1 15 22 28 28 28 14 4 140
大型 10 10 10 30
中型 4 4 4 12
小型
乗合
小計 14 14 14 42
大型 9 41 54 57 32 52 61 48 48 51 453
中型 3 11 3 2 2 21
小型 20 20 15 10 5 8 5 5 5 93
乗合 8 8 14 14 10 10 64
小計 28 40 81 81 74 52 57 66 53 48 51 631
大型 2 6 9 17 11 13 13 18 18 18 12 10 147
中型 1 1 2 1 5
小型
乗合
小計 1 2 7 9 17 13 13 14 18 18 18 12 10 152
大型 2 8 8 1 8 8 8 8 8 59
中型 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 18
小型
乗合
小計 1 1 1 4 10 10 2 2 9 9 9 9 9 1 77
大型 10 10 10 10 10 50
中型
小型
乗合
小計 10 10 10 10 10 50
大型 4 4 4 4 4 20
中型 3 5 5 5 3 3 10 12 12 58
小型
乗合
小計 3 9 9 9 3 3 10 16 16 78
大型 1 9 9 7 7 2 7 42
中型
小型 10 6 5 4 2 27
乗合
小計 11 15 14 11 9 2 7 69
大型 4 7 7 15 8 11 11 11 15 6 95
中型 2 2 2 2 2 2 12
小型
乗合
小計 2 2 4 7 9 17 10 13 11 11 15 6 107
大型 1 3 9 9 14 9 16 13 6 11 11 14 116
中型 6 6 6 5 4 2 4 2 11 11 6 63
小型 3 8 12 16 15 14 13 13 8 102
乗合
小計 7 9 15 17 26 23 36 30 20 35 35 28 281
大型 1 6 6 2 15
中型
小型 1 1
乗合
小計 2 6 6 2 16

単位（台）

伊賀市 12 200

菰野町

志摩市

鳥羽市 12

熊野市

桑名市

鈴鹿市 651

いなべ市

10/2 10/3 10/4

伊勢市 590

松阪市

津市 26

四日市市 52

名張市

亀山市

三重とこわか国体競技会場地輸送調査（第一次）　日別車両利用台数集計表

本大会実施競技

市町名 車種 9/22 9/23 9/24 9/26 9/27 9/28 10/6
調査報告台数

9/29 9/30 10/1

10



9/25 10/5
(開会式) （閉会式） バス計 タクシー 普通乗用車

大型 4 19 4 27
中型 9 16 16 15 15 4 75
小型
乗合
小計 9 16 20 34 19 4 102
大型 8 8 8 8 15 15 15 15 92
中型 3 3 3 6 9 9 9 9 51
小型
乗合
小計 11 11 11 14 24 24 24 24 143
大型 3 8 8 8 27
中型
小型
乗合
小計 3 8 8 8 27
大型 1 2 4 5 11 11 11 10 1 56
中型
小型
乗合
小計 1 2 4 5 11 11 11 10 1 56
大型 5 28 82 186 239 247 175 235 309 310 318 239 5 2,378
中型 2 13 38 91 122 117 106 126 129 146 152 128 98 1 1,269
小型 1 49 47 46 50 49 56 25 26 25 20 12 406
乗合 8 8 14 14 10 12 4 4 9 9 4 96

合計 2 19 123 228 368 420 412 369 393 485 496 475 353 6 4,149

バス計 タクシー 普通乗用車

大型 5 5 4 4 4 5 5 5 5 42
中型
小型
乗合 8 8 4 4 24
小計 13 13 8 8 4 5 5 5 5 66
大型 5 6 8 8 10 50 120 120 120 447
中型 10 16 12 8 4 6 10 10 10 86
小型
乗合
小計 15 22 20 16 14 56 130 130 130 533
大型 2 4 4 10
中型
小型 2 2
乗合
小計 2 4 6 12
大型 10 11 14 16 18 55 125 125 125 499
中型 10 16 12 8 4 6 10 10 10 86
小型 2 2
乗合 8 8 4 4 24
合計 28 35 30 28 24 61 135 135 135 611

会期前競技

車種

松阪市・多気町

市町名
調査報告台数

8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12

単位（台）

合計 1371 200

大台町

紀北町

10/3 10/4 10/6
調査報告台数

明和町 28

9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2市町名 車種 9/22 9/23 9/24 9/26

四日市市

鈴鹿市

尾鷲市

合計

11
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第７６回国民体育大会 輸送・交通基本方針 

 

第７６回国民体育大会（以下「大会」という。）に参加する選手・監督、役員、視

察員、式典参加者その他関係者（以下「大会参加者」という。）及び一般観覧者の輸

送については、安全かつ確実に行う必要があるため、次の方針に基づき、道路及び交

通の状況等に十分配慮しながら実施するものとする。 

 

１ 大会参加者の輸送 

（１）県外参加者の輸送 

全国から来県する大会参加者の輸送については、各派遣元団体等で来県方法を

決定するものとし、県及び各競技会場地市町は、必要に応じて関係機関等の協

力を得て、円滑な輸送の確保に努める。 

（２）総合開・閉会式の輸送 

総合開・閉会式における大会参加者の輸送については、より円滑な輸送が確保

できるよう計画輸送を原則とし、県が関係機関等の協力を得て実施する。 

（３）競技会場地の輸送 

競技会場地における大会参加者の輸送については、各競技会場地市町が関係機

関等の協力を得て実施する。 

なお、同一の競技が２市町以上の会場地で行われる場合は、円滑な輸送が行わ

れるよう、関係市町が協議して実施する。 

（４）指定集合地の設定 

県及び各競技会場地市町は、大会参加者の輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、

参加人員及び道路交通事情等を考慮し、バス等の乗降場として、必要に応じて

指定集合地を設ける。 

 

２ 一般観覧者の輸送 

（１）一般観覧者の輸送については、県及び各競技会場地市町が関係機関等の協力を

得て、バス、タクシー及び鉄道等の利用による円滑な輸送に努める。 

（２）自家用車での総合開・閉会式会場及び競技会場への乗り入れについては、道路

交通事情及び駐車場の設置状況等に応じて必要な制限を行うとともに、自家用

車での来場自粛や公共交通機関の利用促進を呼びかける。 

 

 

 

 

平成 28 年 1 月 25 日 

第７回常任委員会決定 
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３ 車両等及び駐車場の確保 

（１）大会参加者及び一般観覧者の輸送に必要な車両等については、県及び各競技会

場地市町が関係機関等の協力を得て、その確保に努める。 

（２）県及び各競技会場地市町は、会場地周辺における駐車場の確保に努めるととも

に、遠隔となる駐車場については、必要な措置を講じる。 

 

４ 交通安全対策 

県及び各競技会場地市町は、大会開催期間中における交通安全の確保と交通混

雑の緩和を図るため、関係機関等はもとより、広く県民に協力を求め、実情に応

じて適切な対策を講じる。 
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第 76回国民体育大会 輸送・交通基本計画 

 

第 76 回国民体育大会輸送・交通基本方針に基づき、県、会場地市町、関係機関・

団体等は相互に緊密な連携を図り、第 76回国民体育大会（以下「大会」という。）の

輸送・交通業務を円滑に推進する。 

 

１ 輸送・交通業務の基本的事項 

（１）輸送対象者 

輸送の対象者は、大会に参加する選手・監督、役員、視察員、式典参加者そ

の他関係者（以下「大会参加者」という。）及び観覧者とする。 

（２）実施期間 

輸送・交通業務を行う期間は、原則として総合開会式の３日前から総合閉会

式までとする。 

ただし、総合開・閉会式のリハーサル等を実施する場合や、競技の特殊事情

等から必要と認められる場合は、県又は会場地市町が別に期間を定める。 

（３）業務の範囲 

輸送・交通業務の範囲は、県外参加者の輸送、総合開・閉会式の輸送、競技

会場地の輸送及びその他大会に直接関係する諸行事参加者等の輸送とする。 

（４）業務の実施 

輸送・交通業務は、県及び会場地市町が関係機関・団体等の協力を得て、各

会場周辺や宿泊地等の実情に応じて実施する。 

 

２ 県外参加者の輸送 

（１）輸送方法等 

県外参加者の輸送は、各都道府県出発地と宿泊地の間とし、県は来県方法や

輸送人数等を踏まえたうえで、必要に応じて輸送力の増強等を関係機関・団体

等に要請する。 

（２）指定下車駅等 

県は、会場地市町と協議のうえ、県外参加者の宿泊地の最寄り駅等を指定下

車駅等とし、会場地市町は、必要に応じて指定下車駅等と宿舎の間の輸送、案

内等を行う。 

（３）県外参加者輸送計画の策定 

県は、輸送方法や指定下車駅等を考慮し、関係機関・団体等の協力を得て、

必要に応じて県外参加者の輸送計画を策定する。 

 

 

 

平成 29 年３月 27 日 

第９回常任委員会決定 
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３ 総合開・閉会式の輸送 

（１）輸送方法等 

ア 大会参加者の輸送については、原則として、（２）に定める指定集合地と総  

合開・閉会式会場の間を範囲とし、車両や発着時刻等を定めた計画輸送とす

る。ただし、報道関係者、視察員等についてはこの限りでない。 

イ 観覧者の輸送については、鉄道駅、駐車場等と総合開・閉会式会場の間を範

囲とし、公共交通機関を最大限に活用するとともに、必要に応じてシャトル

バスや臨時バス等を利用した輸送方法とする。 

（２）指定集合地 

県は、大会参加者の人数や宿泊場所、輸送方法等を考慮し、会場地市町と協

議のうえ、宿舎又は宿舎の近隣に輸送の起終点となる指定集合地を設定する。 

宿泊を伴わない大会参加者の輸送については、各団体の所属等を指定集合地

とする。 

（３）輸送経路の設定 

県は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を考慮し、関係機関・団体等

と協議のうえ、輸送経路を設定する。 

（４）総合開・閉会式輸送計画の策定 

県は、関係機関・団体等の協力を得て、総合開・閉会式の輸送計画を策定す

る。 

 

４ 競技会場地の輸送 

（１）会場地市町輸送・交通業務の手引き（仮称）の作成 

県は、会場地市町における輸送・交通業務を支援、推進するため、会場地市

町輸送・交通業務の手引き（仮称）を作成する。 

（２）競技会場地輸送計画の策定 

会場地市町は、会場地市町輸送・交通業務の手引き（仮称）を参考に、必要

に応じて競技会場地における輸送計画を策定する。 

なお、同一の競技が２市町以上の会場地で行われる場合は、関係市町が協議

する。 

 

５ 車両等及び駐車場の確保 

（１）バス、タクシー等による輸送力の確保 

原則として、総合開・閉会式については県が、競技会については会場地市町

が、それぞれ関係機関・団体等の協力を得て、必要なバス、タクシー等の車両

確保に努める。 

なお、バスについては、県が、各競技会場地の輸送にかかる台数を把握し、

会場地市町と協議のうえ、必要に応じて確保に向けた調整を行う。 
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（２）公共交通機関による輸送力の確保 

総合開・閉会式については県が、競技会については会場地市町が、鉄道や路

線バスの増発を要請するなど関係機関・団体等の協力を得て、必要な輸送力の

確保に努める。 

 

（３）駐車場の確保 

総合開・閉会式については県が、競技会については会場地市町が、それぞれ

の会場周辺の道路交通事情や、大会参加者及び観覧者の輸送にかかる車両台数

等を考慮し、関係機関・団体等の協力を得て、駐車場の確保に努める。 

遠隔となる駐車場については、必要に応じてシャトルバスや臨時バス等の措

置を講じ、円滑な輸送の確保に努める。 

 

６ 交通安全対策 

（１）対策の実施 

県及び会場地市町は、各会場周辺における交通の安全確保と円滑な輸送を図

るため、関係機関・団体等の協力を得て、駐車場及びバス乗降場等における歩

行者及び車両の誘導や、周辺道路の交通規制等、必要な交通対策の措置を講じ

る。 

（２）対策の周知 

県及び会場地市町は、交通安全対策の実施にあたり、各会場周辺の住民や企

業等への広報活動により協力を要請するとともに、案内標識等の設置や各種広

報媒体の積極的な活用に努める。 

 

７ 輸送本部の設置 

県及び会場地市町は、輸送・交通業務を円滑に遂行するため、必要に応じて

輸送本部を設置する。 

 

８ その他 

本計画に定める事項のほか、輸送・交通業務に関して必要となる事項につい

ては、実施計画等に定める。 



（敬称略、順不同）
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